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○新潟市動物の愛護及び管理に関する条例 

平成25年３月22日条例第６号 

改正 

平成25年７月１日条例第44号 

平成28年７月４日条例第48号 

令和２年３月27日条例第17号 

令和３年３月26日条例第12号 

新潟市動物の愛護及び管理に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 動物の適正な飼養等 

第１節 共通事項（第６条・第７条） 

第２節 犬又は猫の適正な飼養等（第８条―第14条） 

第３節 特定動物の適正な飼養等（第15条―第17条） 

第３章 犬猫販売業者に係る基準遵守義務等（第18条） 

第４章 動物の引取り，収用等（第19条―第23条） 

第５章 動物愛護監視員（第24条） 

第６章 雑則（第25条―第28条） 

第７章 罰則（第29条―第32条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，動物（哺乳類，鳥類又は爬(は)虫類に属するものに限る。以下同じ。）の愛

護及び管理に関して必要な事項を定めることにより，動物の健康及び安全を保持するとともに，

動物による人の生命，身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し，もっ

て人と動物との調和のとれた共生社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 飼主 動物の所有者又は占有者をいう。 

(２) 係留等 動物を綱，鎖等により建物その他の固定された物件につなぎ止め，又はおり，籠，



2/10 

水槽その他の囲いの中で飼養し，若しくは保管することをいう。 

(３) 飼養施設 動物の飼養又は保管のための施設をいう。 

(４) 犬猫販売業者 犬又は猫の販売を業として行う第一種動物取扱業者（動物の愛護及び管理

に関する法律（昭和48年法律第105号。以下「法」という。）第12条第１項第４号に規定する第

一種動物取扱業者をいう。以下同じ。）をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は，この条例の目的を達成するため，市民及び関係団体と協力して，動物の愛護及び管

理に関し必要な施策を実施するよう努めなければならない。 

（飼主等の責務） 

第４条 飼主又は動物を保管する者（以下「飼主等」という。）は，命あるものである動物の飼主

等としての責任を十分に自覚して，その動物の生態，習性及び生理を理解するとともに，その動

物の健康及び安全を保持し，並びにその動物が人の生命，身体若しくは財産に害を加え，又は生

活環境の保全上の支障を生じさせないようその動物の適正な飼養又は保管に努めなければならな

い。 

（市民の責務） 

第５条 市民は，動物が命あるものであることを認識して，市が実施する動物の愛護及び管理に関

する施策に協力するよう努めなければならない。 

第２章 動物の適正な飼養等 

第１節 共通事項 

（動物の飼養等に係る飼主等の遵守事項等） 

第６条 飼主等は，その動物の飼養又は保管に当たっては，次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

(１) 動物に適切な給餌及び給水を行うこと。 

(２) 動物の数は，その種類，発育状況及び習性に応じた適正な飼養又は保管が可能な数とする

こと。 

(３) 動物の種類，発育状況，習性及び数に応じた適正な飼養施設を設けること。 

(４) 飼料の残さ及び動物の排せつ物その他の汚物を適切に処理して，飼養施設の内外を常に清

潔にすること。 

(５) 動物が公共の場所又は他人の土地，建物その他の財産を不潔にし，又は損傷しないように

すること。 
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(６) 頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音，飼料の残さ若しくは動物の排せつ物その他の汚

物の不適切な処理若しくは放置により発生する臭気，飛散する動物の毛若しくは羽毛又は多数

のねずみ，はえ，蚊，のみその他の衛生動物の発生によって周辺の生活環境を損なわないよう

にすること。 

(７) 近隣住民その他の動物の飼養又は保管の影響が及ぶものの理解を得られるよう努めること。 

(８) 動物の健康状態に常に留意し，必要に応じて，獣医師による治療その他の動物の健康を保

持するための措置を講ずること。 

(９) 人と動物の共通感染症について正しい知識を持ち，及びその感染に注意を払うこと。 

(10) 動物が逸走した場合は，自己の責任においてこれを捜索して捕獲すること。 

２ 飼主は，その所有し，又は占有する動物が自己の所有又は占有に係るものであることを明らか

にするための名札の装着その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 動物の所有者は，当該動物の飼養に当たっては，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 動物の終生飼養（動物がその命を終えるまで適切に飼養することをいう。）に努め，やむ

を得ず動物の飼養が困難となった場合は，新たにその所有者となる者にこれを譲渡するよう努

めること。 

(２) 動物がみだりに繁殖してその適正な飼養が困難となるおそれがあると認める場合は，その

生殖を不能にする手術その他の繁殖を防止するために必要な措置を講ずるよう努めること。 

４ 飼主になろうとする者は，前３項に規定する事項を十分に理解するよう努めなければならない。 

（災害が発生した場合の対応） 

第７条 飼主等は，地震，火災その他の災害が発生した場合は，その所有し，若しくは占有し，又

は保管する動物の保護及び当該動物による事故の防止に努めなければならない。 

２ 市，市民及び関係団体は，地震，火災その他の災害が発生した場合は，相互に協力して，動物

の救助に努めなければならない。 

第２節 犬又は猫の適正な飼養等 

（犬又は猫の適正な飼養等） 

第８条 犬又は猫の適正な飼養等については，前節に定めるもののほか，この節の定めるところに

よる。 

（犬の飼養等に係る飼主等の遵守事項） 

第９条 犬の飼主等は，当該犬の飼養又は保管に当たっては，次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 



4/10 

(１) 人に迷惑を及ぼすことがないよう，犬に適正なしつけをすること。 

(２) 犬に，その種類，健康状態その他の事情に応じた適正な運動をさせること。 

(３) 犬に運動，散歩等をさせる場合は，これを制御することができる者が行うこと。 

(４) 犬に咬(こう)癖がある場合は，必要に応じて，これに口輪をかけることその他の適切な措

置を講ずること。 

(５) 犬の係留等をする場合は，その移動することができる範囲が道路及び道路に近接する部分

に及ばないようにすること。 

(６) 規則で定める基準に適合する飼養施設を設けること。 

(７) 犬を飼養していることを明らかにするための標識を，飼養施設の敷地又は飼養施設がある

建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示すること。 

（犬の係留等） 

第10条 犬の飼主等は，当該犬について，常に係留等をしておかなければならない。ただし，次に

掲げる場合は，この限りでない。 

(１) 警察犬，狩猟犬，身体障害者補助犬法（平成14年法律第49号）第２条第１項に規定する身

体障害者補助犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合 

(２) 人の生命，身体及び財産に害を加えるおそれ並びに人に迷惑を及ぼすおそれのない場所又

は方法で犬を訓練する場合 

(３) 綱，鎖等により犬をつなぎ，かつ，犬を制御して，犬に運動させ，又は犬を移動する場合 

(４) 前３号に掲げる場合のほか，規則で定める場合 

２ 何人も，規則で定める正当な理由がある場合を除き，犬の係留等を解き，又は解かせてはなら

ない。 

３ 犬の飼主等は，当該犬が逸走した場合は，直ちに，その旨を市長に届け出なければならない。 

（犬による事故が発生した場合の届出等） 

第11条 犬の飼主等は，当該犬が人をかんだ場合は，直ちに，その旨を市長に届け出なければなら

ない。 

２ 犬の飼主等は，当該犬が人をかんだ場合は，直ちに，当該犬を獣医師に検診させなければなら

ない。 

３ 犬にかまれた者は，その旨を市長に届け出なければならない。 

（猫の飼養等に係る飼主等の遵守事項） 

第12条 猫の飼主等は，当該猫を屋内において飼養し，又は保管するよう努めなければならない。 
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（飼主等のいない猫を飼養する者の遵守事項） 

第13条 飼主等のいない猫を飼養する者は，周辺の生活環境を保全し，及び当該猫がみだりに繁殖

することを防止するために必要な措置を講ずるとともに，近隣住民その他のその飼養の影響が及

ぶものの理解を得られるよう努めなければならない。 

（犬又は猫の多頭飼養の届出） 

第14条 犬又は猫の飼主等（第一種動物取扱業者，第二種動物取扱業者（法第24条の３第１項に規

定する第二種動物取扱業者をいう。以下同じ。）その他規則で定める者を除く。以下この条及び

附則第４項において同じ。）は，当該犬若しくは猫（いずれも生後91日未満のものを除く。）の

数又はこれらの数を合計した数（以下これらを「飼養数」という。）が10以上となった場合は，

その10以上となった日から30日以内に，規則で定める事項を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした犬又は猫の飼主等は，当該届出をした事項に変更があった場合は，

その変更があった日から30日以内に，その旨を市長に届け出なければならない。ただし，規則で

定める軽微な変更については，この限りでない。 

３ 第１項の規定による届出をした犬又は猫の飼主等は，当該届出に係る飼養又は保管を廃止した

場合及び当該届出に係る飼養数が９以下となった場合は，その廃止し，又は９以下となった日か

ら30日以内に，その旨を市長に届け出なければならない。 

第３節 特定動物の適正な飼養等 

（特定動物の適正な飼養等） 

第15条 特定動物（法第25条の２に規定する特定動物をいう。以下同じ。）の適正な飼養等につい

ては，第１節に定めるもののほか，この節の定めるところによる。 

（特定動物の飼養等に係る飼主等の遵守事項） 

第16条 特定動物の飼主等は，当該特定動物の飼養又は保管に当たっては，次に掲げる事項を遵守

しなければならない。 

(１) 特定動物を捕獲するための器具を備えて，常に使用することができるようにしておくこと。 

(２) 地震，火災その他の災害が発生した場合に特定動物が逸走しないよう必要な措置を講じて

おくこと。 

（特定動物が逸走した場合の届出等） 

第17条 特定動物の飼主等は，当該特定動物が逸走した場合は，直ちに，規則で定めるところによ

りその旨を市長に届け出るとともに，当該特定動物を自己の責任において捜索して捕獲すること

その他の当該特定動物が人の生命又は身体に危害を加えないために必要な措置を講じなければな
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らない。 

２ 特定動物の飼主等は，前項の措置を講じた場合は，直ちに，その旨を市長に届け出なければな

らない。 

３ 特定動物の飼主等は，当該特定動物が人の生命又は身体に危害を加えた場合は，直ちに，その

旨を市長に届け出なければならない。 

４ 特定動物により生命又は身体に危害を加えられた者は，その旨を市長に届け出なければならな

い。 

第３章 犬猫販売業者に係る基準遵守義務等 

第18条 犬猫販売業者は，規則で定めるところにより，帳簿を備え，販売の用に供する犬又は猫の

輸送（当該犬又は猫に係る飼養施設の所在地から他の飼養施設の所在地への輸送をいう。以下同

じ。）が行われた場合は，当該輸送の年月日，輸送に係る犬又は猫の種類その他必要な事項を記

載し，これを保存しなければならない。 

２ 犬猫販売業者は，販売の用に供する犬又は猫の輸送が行われた場合は，輸送後に飼養施設にお

いて当該犬又は猫の状態（下痢，おう吐，四肢の麻痺(ひ)等外形上明らかなものに限る。）を２

日間以上目視によって観察し，健康上の問題があることが認められなかった犬又は猫を販売に供

するよう努めなければならない。ただし，第一種動物取扱業者又は第二種動物取扱業者に対する

販売に供する場合は，この限りでない。 

第４章 動物の引取り，収容等 

（犬又は猫の引取りに係る指導等） 

第19条 市長は，犬又は猫の引取りを求めようとするその所有者に対し，その適正な飼養について

の指導又は助言に努めるものとする。 

２ 市長は，犬又は猫を引き取る場合は，その所有者に対し，日時，場所その他これを引き取るた

めに必要な事項を指示することができる。 

３ 前項の規定は，所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた

場合について準用する。 

（野犬等の収容等） 

第20条 市長は，野犬（飼主がいない犬をいう。以下同じ。）及び飼主がいる犬で係留等がされて

いないもの（以下「野犬等」という。）をその指定する職員に捕獲させて収容させることができ

る。 

２ 市長は，前項の規定により飼主がいる犬を収容した場合において，飼主が判明しているときは
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当該飼主に当該犬を引き取るよう通知し，飼主が判明していないときは当該犬を収容している旨

を２日間公示しなければならない。 

３ 第１項の規定により収容した犬の飼主は，前項の規定による通知を受けた飼主にあってはその

受けた日の翌日までに，同項の規定による公示に係る飼主にあってはその公示期間の満了日の翌

日までに当該通知又は公示に係る犬を引き取らなければならない。 

４ 市長は，第１項の規定により収容した犬の飼主が前項に規定する期間内に当該犬を引き取らな

い場合は，これを処分することができる。ただし，当該飼主が，やむを得ない理由により当該期

間内に引き取ることができず，かつ，相当と認められる期間内に引き取る旨を申し出た場合は，

その相当と認められる期間が経過するまでは，処分することができない。 

（野犬等に対する薬物の使用） 

第21条 市長は，野犬等による人の生命，身体及び財産に対する侵害を防止するため緊急の必要が

あり，かつ，通常の方法によっては，野犬等を捕獲することが困難な場合は，区域及び日時を定

めて，当該野犬等に対し，薬物を使用することができる。この場合において，市長は，その旨を

当該区域及びその周辺の区域の住民に周知しなければならない。 

２ 前項の規定による薬物の使用及びその旨の周知の方法は，規則で定める。 

（収容した動物に対する治療等） 

第22条 市長は，収容した動物に，治療その他の措置を講ずることができる。 

（動物の譲渡） 

第23条 市長は，次に掲げる動物について，その飼養を希望し，かつ，これを適正に飼養すること

ができると認める者に譲渡することができる。 

(１) 法第35条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定により引き取った犬

又は猫 

(２) 法第36条第２項の規定により収容した動物 

(３) 第20条第１項の規定により収容した野犬及び同条第４項の規定による処分を決定した犬 

第５章 動物愛護監視員 

第24条 法第24条第１項又は第33条第１項の規定による立入検査，次条第１項の規定による立入調

査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため，法第37条の３第１項の規定に基づ

き，市に動物愛護監視員を置く。 

第６章 雑則 

（報告の徴収及び立入調査） 
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第25条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，飼主等その他の関係者に対し，報告を求

め，又はその職員に，飼養施設その他の関係のある場所に立ち入り，調査させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，飼主等その他の関

係者の請求があった場合は，これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

（措置命令等） 

第26条 市長は，動物が人の生命，身体若しくは財産に害を加えた，又は害を加えるおそれがある

と認める場合は，その飼主等に対し，次に掲げる措置を命ずることができる。 

(１) 当該動物の殺処分をすること。 

(２) 当該動物の係留等をし，又は係留等の方法を改善すること。 

(３) 当該動物の飼養施設を設け，又は改善すること。 

(４) 当該動物に口輪をかけること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか，当該動物の管理上必要な措置 

２ 市長は，動物の取扱いに起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として規則で定める事

態が生じていると認めるときは，当該事態を生じさせている者に対し，期限を定めて，その事態

を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。ただし，法第25条の規定

に基づく措置ができる場合は，この限りでない。 

３ 市長は，前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな

かったときは，その者に対し，期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることが

できる。 

（手数料） 

第27条 手数料を徴収する事務及び手数料の額は，別表に掲げるとおりとする。 

２ 手数料は，別表の左欄に掲げる手数料を徴収する事務に係る申請等をする際に，当該申請等を

する者がこれを納付しなければならない。 

３ 市長は，公益上必要があると認める場合は，手数料の全部又は一部を免除することができる。 

４ 既納の手数料は，還付しない。ただし，市長が特別の理由があると認める場合は，この限りで

ない。 

（その他） 

第28条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 
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第７章 罰則 

第29条 第26条第１項又は第３項の規定による命令に違反した者は，10万円以下の罰金に処する。 

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は，５万円以下の罰金又は科料に処する。 

(１) 第10条第１項若しくは第２項，第11条第１項若しくは第２項又は第17条第３項の規定に違

反した者 

(２) 第25条第１項の規定による報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は同項の規定による

調査を拒み，妨げ，若しくは忌避した者 

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又は人の

業務に関し，前２条の違反行為をした場合は，行為者を罰するほか，その法人又は人に対しても，

各本条の刑を科する。 

第32条 第14条第１項又は第２項の規定に違反した者は，５万円以下の過料に処する。 

附 則（抄） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成25年８月１日から施行する。ただし，第14条，第31条及び附則第４項の規定

は，同年９月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は，この条例の施行後５年を目途として，この条例の施行の状況について検討を加え，必

要があると認める場合は，その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（経過措置） 

３ この条例の施行前に新潟県動物の愛護及び管理に関する条例（昭和52年新潟県条例第９号）の

規定によってした処分，手続その他の行為は，この条例の相当規定によってしたものとみなす。 

４ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行の際現に飼養数が10以上である犬又は猫の飼主等は，

同項ただし書に規定する規定の施行の日に飼養数が10以上となったものとみなして，第14条第１

項の規定を適用する。 

附 則（平成25年条例第44号） 

この条例は，平成25年９月１日から施行する。 

附 則（平成28年７月４日条例第48号） 

この条例は，平成28年10月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月27日条例第17号） 

この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，第15条及び第24条の改正規定は，令和２
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年６月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月26日条例第12号） 

この条例は，令和３年10月１日から施行する。 

別表（第27条関係） 

手数料を徴収する事務 手数料の額 

１ 法第10条第１項に規定する第一種動物

取扱業の登録の申請に対する審査 

１件につき15,200円（一の事業所について同時に

２件以上の申請をする場合における２件目以降の

申請にあっては，１件につき10,000円） 

２ 法第13条第１項に規定する第一種動物

取扱業の登録の更新の申請に対する審査 

１件につき15,200円（一の事業所について同時に

２件以上の申請をする場合における２件目以降の

申請にあっては，１件につき10,000円） 

３ 法第22条第３項に規定する動物取扱責

任者研修 

１人につき2,500円 

４ 法第26条第１項に規定する特定動物の

飼養又は保管の許可の申請に対する審査 

１件につき（一の構内にある２以上の特定飼養施

設（法第26条第１項に規定する特定飼養施設をい

う。以下同じ。）について同時に２件以上の申請

をする場合にあっては，当該２件以上の申請につ

き）25,000円 

５ 法第28条第１項に規定する特定動物の

飼養又は保管の変更の許可の申請に対す

る審査 

１件につき（一の構内にある２以上の特定飼養施

設について同時に２件以上の申請をする場合にあ

っては，当該２件以上の申請につき）16,000円 

６ 法第35条第１項の規定による犬又は猫

の引取り 

次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める

額 

(１) 生後91日以上の犬又は猫 １匹につき

3,560円 

(２) 生後91日未満の犬又は猫 １匹につき

700円 

７ 第20条第１項の規定により収容した飼

主がいる犬の返還 

１匹につき5,270円 

 


